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ルームシェアと賃貸契約・管理 
 

賃貸不動産管理業協会 
 
  ルームシェアとは、最近広く一般的に知られている言葉ですが、建物賃貸借の目的物

である１住居ないし１室を、特段の関係のない複数の者が、家賃等を負担しあって共同

して居住し使用する形態になろうかと思います。 
一つの賃貸物件に複数の者が居住するのは、家族が一緒に生活する場合や親類を同居

人とする形などで以前から一般にみられたところですが、この場合には、単純に借主以

外のものを同居人と位置づけ、借主との関係だけを考察すれば足りました。ところが最

近は、より低廉な負担で住居を備えることができることを主たる動機として、友人同士

や恋人同士が、さらには見知らぬ者同志が、一つの物件を借りて同居するケースも増え

ています。この場合、単に一人の借主と同居人という関係だけで整理することが困難な

場面も想定されます。 
本会会員からも、ルームシェアにおけるトラブル、あるいは対応方法といったお問い

合わせが多くなってきました。また、空室対策の一環として本形態の採用を検討されて

いる方もいると思われます。 
今回は、まず、法律的観点からみたルームシェアをめぐる賃貸借契約・管理にあたっ

ての留意点等を本会顧問の佐藤貴美弁護士に解説していただきます。 
 
１ ルームシェアの態様 
 
  ルームシェアも、貸主との関係では、賃貸借契約であることに変わりはありません。

ただし、契約当事者（借主）をどのように定めるか、シェアする者の立場をどのように位

置づけるかによって、次の３つの方式に分けられます。 
 
Ａ シェアする入居者のうちの１人が借主となり、その他の入居者は、契約当事者では

なく同居人となるケース。 
Ｂ シェアする入居者のうちの１人が借主となり、その他の入居者は、借主との間で転

貸借契約を結んだ転借人となるケース。 
Ｃ 入居者全員が借主となるケース。 
一般的にはＡの形をとることが多いといわれていますが、媒介報酬との兼ね合いでＣの

形をとることもありえます。また、とくに契約後の入居者の追加変更に伴い、Ｂのケース

になることも十分に想定されます。 
 以下にそれぞれのケースにおける法律構成や契約・管理実務上の留意点を整理してみま

しょう。 
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２ ルームシェアの法律関係と賃貸契約・管理上の留意点 
   
Ａ 
シェアする入居者のうちの１人が借主となり、その他の入居者は、契約当事者ではなく同

居人となるケース 
 
 
 オーナー              入居者（A、B、C） 
         賃貸借契約 
                   A  借主 
                   B  同居人 
                   C  同居人 
 
 
○ 法律関係の概要 
このケースでは、借主以外の入居者は、同居人という立場になります。したがって、

賃料の支払その他の賃貸借当事者としての責務はすべて借主とされた一人が負うとい

うことになります。他の入居者は借主ではありませんから、借地借家法の保護は与え

られません。借主に債務不履行があって借主との間で契約が終了すれば、他の入居者

はその物件を引続き使用する権限を失い、明渡しが義務付けられます。 
 このように、法律関係としては明確ですし、通常の賃貸借契約と異なるところはあ

りません。実際の管理に当たって窓口は借主一人で、各種の通知や法律行為などは簡

便ですみますので、賃貸契約・管理の立場からは簡明な取扱いといえます。ただし、

借主以外の入居者は契約当事者とはならないため、借主が支払わない場合に他の入居

者に直接請求することはできず、債権確保の観点からはデメリットがあります。 
 
○ 契約上の留意点 
① このケースでは、借主が一人特定され、その者のみが単独ですべての契約行為に携

わることになります。 
② 重要事項説明、東京ルールの説明等は、その借主一人に対してすれば足ります。 
 ③ 上記デメリットを回避し、賃料債権確保のために、他の入居者を連帯保証人として

おくことが考えられます。 
   すなわち、借主が行方不明になったり破産した場合などを想定し、請求先や窓口を

複数にしておくため、他の同居人を連帯保証人としておきます（連帯保証人の数や資

格に制限はありません。）。この場合、賃貸借契約書上ですべての同居人を連帯保証人

として記載し、署名押印してもらうか、同居人ごとに連帯保証合意書などを作成して

 
貸主 
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おくこととなります。 
このようにしておけば、借主が家賃を払わなかったり、行方不明になったり破産し 
たりしても、他の入居者が家賃債務を全額負担することになり、債権の回収が容易に

なります。これは、退去時の原状回復についても同様であり、原状回復費用について

連帯保証人である他の入居者にも請求できます。 
  また、同居人の追加・変更は、連帯保証人の追加、変更と連動することになるため、

当初同居人の氏名、数等を明確にするとともに、追加等がある場合に貸主の承諾を条

件とすることが必要です。 
④ 他の入居者が仮に転借人と位置づけられると、Ｂのとおり，転借人についても借地

借家法上一定の保護が与えられ、仮に借主との間での契約終了手続をとっても明渡し

が完了できないことがあります。ところが、ルームシェアの場合、借主と他の入居者

とは、その内部で賃料負担の取り決めなどがなされ、他の入居者から借主に対し一定

額が支払われますので、外形的には転貸借とみなされる可能性もあります。したがっ

て、借主以外の入居者は転借人ではないことを確認するとともに、同居人を追加する

場合に転貸借と位置づけられることを回避するために、あらかじめ転貸借を禁止して

おくことが考えられます。 
 
 ＜参考特約条項例＞ 

   １ 頭書４に記載する同居人と乙との間には転貸借関係がないことを、甲乙は確認

した。 
   ２ 頭書４に記載する同居人は、連帯保証人として、本契約から生じる乙のすべて

の債務につき連帯して保証するものとする。 
   ３ 同居人を追加する場合には、乙は甲に新しい同居人の氏名等を通知し、甲の承

諾を得なければならない。 
   ４ 乙は、本物件の全部または一部を転貸に供することはできないのものとする。 

 
 
○ 管理実務上の留意点 
この場合における契約期間中及び終了時の管理においては、以下の点に注意が必要です。 
① 家賃滞納の場面 
・ 滞納家賃の催告等は、原則借主一人に対し行えばよい。 
・ 他の入居者を連帯保証人としている場合には、借主からの不払いや、借主と連

絡がとれないときは、連帯保証人であるその他の入居者に対し請求する。最初

から連帯保証人に滞納賃料全額を請求することもできる。 
② 契約終了の場面 
・ 解除や更新拒否の通知等は、借主一人に対して行えばよい。 
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・ 任意で明渡しをしない場合の明渡しのための債務名義（判決等）は、借主一人

を相手に取得すればよい。 
・ 敷金は、借主に対し返還する。他の入居者が返還請求をしても、借主から代理

権を与えられていない限り、応じる必要はない。 
・ 原状回復の範囲の確認等の立会いを求めるのは借主のみでよい（全入居者を集

める必要がない）。 
・ 原状回復費用等の退去時費用の請求は原則として借主に対してのみ行えるが、

他の入居者を連帯保証人としている場合には、連帯保証人である他の入居者に

も請求できる。 
③ 入居者の変更 
・ 借主が退去する場合 
⇒契約は終了する。したがって、他の入居者が引き続き入居を継続する場合

には、賃借権の譲渡手続きが必要である。 
・ 借主以外の入居者が退去する場合 
⇒同居人の変更であり、契約そのものには影響を生じないが、同居人の追加変

更を貸主の承諾事項としておく場合には、貸主の承諾が必要となる。 
④ 借主と他の入居者との関係 
借主と入居者との間の法律関係であり、基本的に賃貸借契約とは別の問題であ

る。なお、ルームシェアを一つのシステムとして総合的に関与する場合には、借

主と他の入居者との間で、 
・ 家賃等の負担割合の取り決め 
・ 借主に対する負担分の支払時期・方法の取り決め 
・ 当該債務に係る連帯保証人の取り決め 
等を行う（書面にしておくほうがトラブルの防止の観点からは望ましい）。 
あわせて、一連のシステムを全入居者に明確に認識してもらうように説明して

おくことも大切である。 
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Ｂ 
シェアする入居者のうちの１人が借主となり、その他の入居者は、借主との間で

転貸借契約を結んだ転借人となるケース 
     
          賃貸借契約 
                   A 借主 
                         （一部）転貸借契約 
                   
 
 
 
 ○ 法律関係の概要 
     このケースでは、借主以外の入居者は、借主からの転借人ということになりま

す。 
借主と他の入居者との間は賃貸借（転貸借）にあり、借主は他の入居者に対す

る負担分を賃料として支払請求が容易にできるなど、法律関係は簡明になります。 
貸主の立場からも、他の入居者は転借人となり、貸主は、転借人に対し直接そ

の負担分（転借料）を請求できますので（民法６１３条）、家賃収納の場面では有

利にみえます。ただし、あくまでも転借人に請求できるのはその者が借主に対し

て負担する転借料相当額であって、ルームシェアのような一部転貸借では、貸主

が受けるべき賃貸借契約上の賃料全額には満たないことになります。 
しかも、賃貸借契約が期間満了または解約によって終了しても、その旨を転借

人に通知しなければ、契約終了を転借人に対抗できません。通知後６ヶ月経過し

てはじめて転借人との関係で賃貸借契約の終了を主張することができることにな

ります（借地借家法３４条）。 
したがって、貸主及び賃貸管理の立場からは、法律関係や管理業務が煩雑にな

ること（とくに退去時管理）もあわせ、デメリットがあることに注意が必要です。 
 
○ 契約上の留意点 
① 借主を一人特定し、その者が契約行為に携わることになります。 
② 重要事項説明、東京ルールの説明等は、その借主一人に対してすれば足ります。 
③ 連帯保証人は借主一人について考えます。当初からの転借人（借主以外の入居者）

を連帯保証人とすることも考えられます。 
④ 当初の同居人（転借人）の氏名、数等を明確にします。 
⑤ 他の入居者の追加については、法律関係の簡明化、転借人と同居人とが混在しな

いように、同居人としての追加は禁止し、「新たな一部転貸借」と位置づけて貸主

 
貸主 

B 転借人 
C 転借人 
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の承諾を条件とすることが考えられます。 
 
＜参考特約条項例＞ 

  １ 乙は、頭書○記載の者に対し、本物件の一部を転貸借することができる。 
  ２ 乙が本物件の一部を新たに転貸借する場合には、甲の承諾を得なければならない。 
  ３ 乙は、前項の規定による転借人の追加以外の手段でもって、本物件を使用する者

を追加、変更することはできない。 

 
○ 管理実務上の留意点 
この場合における契約期間中及び終了時の管理においては、以下の点に注意が必要です。 
① 家賃滞納の場面 
・ 滞納家賃の催告等は、原則借主一人に対して行えばよい。 
・ 借主からの不払いや、借主と連絡がとれない場合には、転借人であるほかの入

居者に対し、転借料相当額を直接支払い請求することができる。 
・ 他の入居者を連帯保証人としている場合には、連帯保証人との立場の他の入居

者に対し、滞納賃料全額を請求することもできる。 
② 契約約終了の場面 
・ 解除や更新拒否の通知は、借主一人に対して行えばよい。 
・ 期間満了及び解約による契約終了の場合は、転借人である他の入居者にも通知

することが必要（契約終了の６ヶ月前までにしておく）。 
・ 任意で明渡しをしない場合の明渡しのための債務名義（判決等）は、借主一人

を相手に取得すればよい。 
・ 敷金は、借主に対し返還する。他の入居者が返還請求をしても、借主から代理

権を与えられていない限り、応じる必要はない。 
・ 原状回復の範囲の確認等の立会いを求めるのは借主のみでよい（全入居者を集

める必要がない）。 
・ 原状回復等の退去時費用については、借主が負担するのが原則であるが、借

主が支払わない場合等は、転借人であるほかの入居者も貸主との関係で直接

原状回復義務を負い（民法６１３条）、他の入居者にその全額を請求すること

も可能であると考えられる（賃料と違い、原状回復義務は不可分債務であっ

て、貸主との関係ではいずれの転借人も全部義務を負う）。 
③ 入居者の変更 
ア 借主が退去する場合 
⇒契約は終了する。したがって、他の入居者に賃借権の譲渡をしておくこ

とが必要である（この場合、その者といままでの借主との間の転貸借契

約は、混同により消滅する。その者と他の入居者との間には、転貸借関
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係が引き継がれる）。 
イ 借主以外の入居者が退去する場合 
⇒転借人の変更であり、契約そのものには影響を生じないが、特約がない場

合には、貸主の承諾が必要である。 
    ⑤ 借主と他の入居者との関係 

借主と入居者との間の法律関係（転貸借関係）であり、基本的に賃貸借契約

とは別の問題である。なお、ルームシェアを一つのシステムとして総合的に関

与する場合には、借主と転借人である他の入居者との間についても、 
ア 転借料の定め、 
イ 転借料の支払時期・方法の取り決め、 

      ウ 転貸借契約上の連帯保証人の取り決め 
等を行う（書面で契約をしておくことがトラブル防止の観点からは望ましい）。 
あわせて、一連のシステムを全入居者に明確に認識してもらうように説明

しておく。 
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Ｃ 
   入居者全員が借主の場合 
   
 
オーナー           入居者（A、B、C） 

        賃貸借契約 
                  A 借主 
 
                  B 借主 
                  
                  C 借主 
 
 
○法律関係の概要 
  この場合、一つの物件につき借主が複数いて、その複数の借主が賃借権を準共有する

ことになりますが、賃料債務（貸主からみれば賃料債権）は、性質上当然に「不可分債

務」になると解されています（大判大正１１．１１．２４判決）。 
  不可分債務には連帯債務の規定が準用され（民法４３０条）、貸主は、借主の一人に対

し、または同時に若しくは順次にすべての借主に対し、賃料の全部または一部の履行を

請求することができます（民法４３２条）。 
  また、借主の一人について生じた事情（時効消滅、特定の借主に対する債務免除等）

は、他の借主に影響せず、貸主は引続き他の借主に対し、家賃等の支払を全額請求する

ことができます（相対効の原則といわれます。民法４３０条・４２９条）。 
  したがって、この場合は、Ａ，Ｂと異なり、他の入居者を債権確保の観点から連帯保

証人にするなどの手立ては基本的に必要ありません。ただ、反対に、すべての入居者が

借主として契約当事者になることから、各種手続や管理の実施に当たり、原則としてす

べての借主に対して行う必要があるなど、事務が煩雑になる点は留意しておくべきでし

ょう。 
  なお、この方式の応用として、すべての借主につき連帯債務の特約をするといった方 
法も考えられますが、その場合、相対効の原則が大幅に修正され（民法４３４条～４４ 
０条）、例えば一人の借主に対する債務免除は、その持分相当額だけ他の借主に対する債 
務も免除したことになります（民法４３７条）ので、注意が必要です。  

 
○契約上の留意点 
① すべての入居者との間で契約行為を行う必要があります（契約書は１通でもかま

いませんが、すべての入居者の借主としての署名押印が必要です）。 

   

貸主 
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② 重要事項説明、東京ルールの説明等は、すべての入居者に対してする必要があり

ます。 
③ 連帯保証人を借主の一人または全員につける場合、それぞれの連帯保証人は、賃

料全額を保証することになります（不可分債務の保証人には分別の利益はないと

されています）。 
④ すべての入居者が契約当事者ですから、その氏名等は契約時に明確にしておく必

要があります。 
⑤ 入居者の変更は、退去者との間の賃貸借契約の終了と、新入居者との間の新たな

賃貸借契約の締結です。後から借主以外の立場での入居者（単なる同居人）が追

加されると、入居者の中に、借主である複数の者と借主でない者とが混在し、法

律関係が複雑になってしまうため、同居人の追加等は禁止しておくことが考えら

れます。 
⑥ 家賃収納等の管理業務の簡素化・明確化の観点からは、家賃支払・請求やその他

の管理一般に係る窓口となる借主を一人特定しておくことが考えられます。 
 
＜参考特約条項例＞ 

   １ 乙らは、同居人を追加することはできない。 
   ２ 乙らのうち、○○○○は、乙らを代表して甲に対し賃料その他を支払うものと

する。 
   ３ 乙らは、前項の○○○○に対し、甲からの通知その他の受領権限を付与し、甲

から乙らへの通知等は、前項の○○○○に対し行えば、乙らすべてに通知したも

のとみなす。 

 
 
○ 管理実務上の留意点 
この場合における契約期間中及び終了時の管理においては、以下の点に注意が必要です。 
① 家賃滞納の場面 
滞納家賃の請求は、一人に対し、または同時に若しくは順次にすべての借主に対

し、賃料債務のぜんぶまたは一部の履行を請求する。したがって、そのうちの一人

等が連絡がとれなくても問題ない。仮にそのことによって時効消滅しても、他の借

主に全額請求できる。 
② 契約終了の場面 
・解除や更新拒否の通知等は、原則すべての借主に対してする必要がある。 
・任意で明渡しをしない場合の明渡しのための債務名義は、すべての借主に対して

取得する必要がある。 
・原状回復の範囲の確認等の立会いは、原則すべての借主に求める。 
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・原状回復等の退去時費用については、賃料と同様に、一人に対し、または同時に

若しくは順次にすべての借主に対し、賃料債務の全部または一部の履行を請求す

る。 
③ 入居者の変更 
入居者の変更は、その入居者との間の賃貸借契約を解除・解約し、新入居者との

間で新たな賃貸借契約を結ぶ必要がある。 
④ 借主と入居者との関係 
借主と入居者との間の法律関係として、基本的に賃貸借契約とは別の問題である。

なお、ルームシェアを一つのシステムとして総合的に関与する場合には、借主間 
で、 
ア 家賃等の負担割合の取り決め 
イ 借主の一人が窓口として貸主に全額の賃料等を支払うことを決めているとき

は、他の借主からその担当者への負担分の債務の支払時期・方法の取り決め、 
ウ 当該負担債務の連帯保証人の取り決め 

   等を行う（書面にしておくことがトラブルの防止の観点からは望ましい。） 
あわせて、一連のシステムを全入居者に明確に認識してもらうように説明してお

く。 
 
 
３ まとめ 
  以上のように、ルームシェアにおいて発生しうる３つの法律関係につき、実務面での

留意点等を整理しました。 
結局のところ、賃貸管理の面から一番簡明かつ実務的にもやりやすいのは、Ａの方式

ではないいでしょうか。Ｂにおける転借料相当額につき他の入居者にも直接請求できる

ということ、Ｃにおける賃料全額をすべての入居者に請求できるということは、他の入

居者（同居人）を連帯保証人としておくことにより、同等以上の効果が得られます。 
  ただ、いずれの方式を採るにしても、ルームシェアを前提に物件を賃貸に供する場合

には、それぞれの方式により法律関係や実務上の取り扱いが異なりますので、契約段階

でいずれの方式かを明確にして、それにあった契約・管理を行うことが大切です。空室

対策等を視野にいれたルームシェアに対応した賃貸システムを運用される場合の参考に

していただければ幸いです。 
 


